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令和８年６月１９日 

東 京 労 働 局 

 

 

 

 

令和６年度における過労死等の労災補償状況（東京労働局分）の訂正について 

 

 

 

令和７年８月 12日に公表しました標記について、誤りがありましたので訂正いた

しました。ご利用者の方々にはご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当部署】             

東京労働局労働基準部労災補償課 

電話：０３－３５１２－１６１７ 
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 令和６年度における過労死等の労災補償状況（東京労働局分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

  

  

◎東京労働局（局長 増田 嗣郎）は、令和６年度中に行われた管下 18 労

働基準監督署（支署）における過労死等（脳・心臓疾患及び精神障害事

案）に係る労災請求・支給決定件数を取りまとめました。その概要は、

次のとおりです。 

 

① 脳・心臓疾患の請求件数は増減なし、支給決定件数は増加。 
  ・請求件数は 158 件であり、前年度と同じ 

  ・支給決定件数は 44件であり、前年度に比べ30件（214.3％）増 

 

② 精神障害事案の請求件数は増加、支給決定件数も増加。 
  ・請求件数は 763 件であり、前年度に比べ 5件（０.7％）増 

  ・支給決定件数は 144 件であり、前年度に比べ 27件（23.１％）増 

    

   （業種別・職種別・年齢別の支給決定件数等は、別表のとおり。） 

 

◎東京労働局においては、過労死等の防止に向けて、過重労働による健康

障害防止対策、メンタルヘルス対策等を積極的に推進することとしてい

ます。（別紙のとおり。） 
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                                  【別表】 

１ 脳・心臓疾患の労災補償状況 

年度 

区分 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

脳・心臓疾患 

請求件数 117(12) 158(25) 158(29) 

決定件数 70(7) 75(14) 136(16) 

うち 

支給決定件数 
24(1) 14(1) 44(2) 

認定率 34.3(14.3)% 18.7(7.1)% 32.4(12.5)% 

  注 1 決定件数は当該年度内に業務上又は業務外の決定を行った件数で、当該年度以前に請求のあったものを含む。 

    2 支給決定件数は、決定件数のうち「業務上」と認定した件数である。 

    3 認定率は支給決定件数を決定件数で除した数である。 

    4 （ ）内は女性の数で内数である。 

 

２ 精神障害等の労災補償状況 

年度 

区分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

精神障害 

請求件数 540(260) 758(408) 763(426) 

決定件数 428(202) 433(242) 782780(427426) 

うち 

支給決定件数 
127(56) 117(65) 144143(7170) 

認定率 29.7(27.7)% 27.0(26.9)% 
18.4(16.6)  

18.3(16.4)% 

うち自殺 

請求件数 32(4) 32(7) 28(4) 

決定件数 27(6) 15(1) 41(8) 

うち 

支給決定件数 
8(1)  9(1)  13(2) 

認定率 29.6(16.7)% 60.0(100.0)% 31.7(25.0)% 

  注 1 決定件数は当該年度内に業務上又は業務外の決定を行った件数で、当該年度以前に請求のあったものを含む。 

    2 支給決定件数は、決定件数のうち「業務上」と認定した件数である。 

    3 認定率は支給決定件数を決定件数で除した数である。 

    4 （ ）内は女性の数で内数である。 

    5 自殺は未遂を含む件数である。 



 4

 

３ 令和６年度 業種別請求、決定及び支給決定件数（東京労働局分） 

 脳・心臓疾患 精神障害[うち自殺（未遂も含む）] 

 請求 

件数 
決定 
件数 

うち支給 
決定件数 

請求 

件数 
決定 
件数 

うち支給 
決定件数 

農業，林業，漁業， 

鉱業，採石業， 

砂利採取業 
0(0) 0(0) 0(0) 

2(2) 1(1) 0(0) 

[0(0)] [0(0)] [0(0)] 

建設業 14(0) 9(0) 2(0) 
34(6) 38(8) 14(3) 

[3(0)] [6(2)] [3(0)] 

製造業 10(0) 10(0) 4(0) 
55(31) 44(22) 9(4) 

[1(0)] [3(0)] [2(0)] 

情報通信業 15(2) 13(1) 5(1) 
108(57) 100(50) 11(5) 

[5(2)] [8(2)] [1(0)] 

運輸業，郵便業 17(3) 27(2) 12(0) 
33(11) 3736(15) 9(4) 

[1(0)] [2(0)] [1(0)] 

卸売業・小売業 28(3) 25(4) 3(0) 
104(55) 118(66) 14(8) 

[7(1)] [11(2)] [3(1)] 

金融業・保険業 2(0) 1(0) 1(0) 
23(16) 28(15) 0(0) 

[3(0)] [0(0)] [0(0)] 

宿泊業， 

飲食サービス業 
14(5) 10(2) 7(1) 

51(27) 48(29) 13(4) 

[2(0)] [1(0)] [0(0)] 

教育，学習支援業 5(3) 3(1) 0(0) 
29(14) 26(17) 3(1) 

[0(0)] [0(0)] [0(0)] 

医療，福祉 10(5) 6(3) 0(0) 
139(101) 155(109) 33(24) 

[1(0)] [4(2)] [1(1)] 

その他の事業 

 （上記以外の事業） 
43(8) 32(3) 10(0) 

185(106) 
187(95) 

186(94) 
38(18) 

37(17) 

[5(1)] [6(0)] [2(0)] 

合 計 158(29) 136(16) 44(2) 
763(426) 

782(427) 

780(426) 

144(71) 

143(70) 

[28(4)] [41(8)] [13(2)] 

  注 1 業種については、「日本標準産業分類（大分類）」による。 

    2 （ ）内は女性の数で内数である。 
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４ 令和６年度 職種別請求、決定及び支給決定件数（東京労働局分） 

 脳・心臓疾患 精神障害[うち自殺（未遂も含む）] 

 請求 

件数 
決定 
件数 

うち支給 
決定件数 

請求 

件数 
決定 
件数 

うち支給 
決定件数 

管理的職業従事者 9(1) 16(1) 10(1) 
44(16) 55(19) 21(5) 

[3(0)] [9(0)] [5(0)] 

専門的・技術的職業従事者 33(8) 25(3) 8(1) 
227(124) 228(119) 56(30) 

[6(0)] [13(1)] [5(1)] 

事務従事者 27(9) 12(5) 1(0) 
243(175) 

245(163) 

244(162) 

22(14) 

21(13) 

[6(4)] [11(5)] [0(0)] 

販売従事者 29(3) 21(2) 4(0) 
86(43) 86(43) 12(6) 

[5(0)] [6(2)] [3(1)] 

サービス職業従事者 16(6) 13(3) 6(0) 
93(53) 110(65) 23(11) 

[3(0)] [1(0)] [0(0)] 

生産工程従事者 4(0) 4(0) 3(0) 
17(7) 15(8) 4(4) 

[2(0)] [1(0)] [0(0)] 

輸送・機械運転従事者 12(0) 19(0) 8(0) 
26(3) 1716(1) 2(0) 

[1(0)] [0(0)] [0(0)] 

建設・採掘従事者 10(0) 3(0) 0(0) 
11(0) 8(1) 2(0) 

[2(0)] [0(0)] [0(0)] 

運搬・清掃・包装等従事者 11(2) 16(2) 2(0) 
9(3) 13(6) 2(1) 

[0(0)] [0(0)] [0(0)] 

その他の職種 

(上記以外の職種) 
7(0) 7(0) 2(0) 

7(2) 5(2) 0(0) 

[0(0)] [0(0)] [0(0)] 

合 計 158(29) 136(16) 44(2) 
763(426) 

782(427) 

780(426) 

144(71) 

143(70) 

[28(4)] [41(8)] [13(2)] 

  注 1 職種については、「日本標準職業分類」による。 

    2 （ ）内は女性の数で内数である。 
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５ 令和６年度 年齢別請求、決定及び支給決定件数（東京労働局分） 

 脳・心臓疾患 精神障害[うち自殺（未遂も含む）] 

 請求 

件数 
決定 
件数 

うち支給 
決定件数 

請求 

件数 
決定 
件数 

うち支給 
決定件数 

29 歳以下 5(1) 2(0) 0(0) 
168(112) 172(117) 33(20) 

[6(2)] [7(2)] [2(1)] 

30 歳から 39 歳 7(0) 6(0) 1(0) 
205(112) 209(105) 45(24) 

[7(0)] [9(2)] [3(1)] 

40 歳から 49 歳 27(4) 39(5) 16(2) 
207(112）

208(107) 

207(106) 

28(12) 

27(11) 

[4(1)] [15(3)] [4(0)] 

50 歳から 59 歳 73(15) 59(6) 20(0) 
151(76) 171(86) 35(14) 

[7(0)] [9(0)] [4(0)] 

60 歳以上 46(9) 30(5) 7(0) 
32(14) 2221(12) 3(1) 

[4(1)] [1(1)] [0(0)] 

合 計 158(29) 136(16) 44(2) 
763(426) 

782(427) 

780(426) 

144(71) 

143(70) 

[28(4)] [41(8)] [13(2)] 

  注 1 （ ）内は女性の数で内数である。 


